
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 年診療報酬改定率は 3.2％と 2024 年診療報酬改定率（0.88％）を大きく上回る引上げになっているほか、

その内の 1.7％は私たちケア労働者の賃上げ分として充てられており、2 年間で定期昇給を除き 3.2％分（20 万

円の手取りの場合 6400 円増）のベースアップ実現を支援するための措置が行われています。 

これまでにない大きなチャンスを迎えた 26 春闘ですが、道医労連加盟組織および全国的にも多くが組合で、

赤字経営を理由にベースアップではなく手当支給でお茶を濁されている状況にあります。根拠があるのに、この

まま黙ったままでいいでしょうか？労働組合だからこそ要求できます！今後の交渉を続け粘り強く賃上げを目

指しましょう！ 

 

【根拠を用いて、賃上げ交渉を行っている組織について】 

道医労連からのオルグ支援のもと、道南勤医労では粘り強く基本給引上げに向けた交渉

を続けています。 

当初、単組執行部では「赤字経営が続いている中で、賃上げに向けた交渉を本当に行っ

ていいのか・・・」といった迷いがありました。 

そんな中、診療報酬改定で賃上げができる根拠が分かる資料（別紙資料）を用いながら、 

伝え一時金引上げのみならず基本給引上げに向けた交渉を行おうと意思統一ができました。 

一方法人は手当支給の姿勢を変えておらず、今後 3 次回答を求めていくところです。 

 

 

 

 

 

 

①今回の診療報酬改定は「継続的な賃上げ」を前提とした制度設計がされている！ 

入院部門では、物価高騰を踏まえ「継続的な賃上げに係る評価を行う必要性」が明記され、基本報酬で

ある入院基本料自体が引き上げられています。また外来においても、継続して賃上げに取り組む医療機

関を評価する加算が新設されています。 
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書記次長三浦が考える！ 

今回の診療報酬改定 



②外来、入院ともに収益は増収できる！ 

入院基本料はそれぞれ 100 点以上の引上げ、さらに外来収益においても物価対応料という新たな加算

が新設されるなど外来・入院ともに今の患者数と同等だったとしても増収が見込めます！ 

増収分を赤字補填にのみ使わせるのではなく賃金引上げに活用させることを呼びかけましょう！ 

③継続的な事業かどうか不透明を理由にさせない！！ 

2024 年度診療報酬改定から新設された「ベースアップ評価料」は対象外職種であった事務などを含め

実質的に全職員が対象となりました。その他介護分野においては、2009 年から行われた処遇改善加算

がいまでも継続されており、制度として定着しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠だけなく感情論でもしっかり訴えよう！ 

病院の赤字経営改善のために人件費削減

ばかりを考える経営者ですが、一方で赤字

経営改善のほか、より良い医療・介護を提

供し地域医療を守っていくためには職員

が働き続けられる賃金、労働条件に改善さ

れることが重要です！ケア労働者一丸と

なって赤字改善に向け、日々奮闘している

はずです！ 

医療・介護以外の産業では赤字経営の中で

も万額のベースアップを回答していると

ころがいくつもあります。このままでは今

働いている仲間も退職を考えてしまうほ

か、求人を出しても応募が来ないといった

状況が続きます。それでは赤字経営改善も

さらに難しいです！ 

だからこそ！ 

今回の春闘で賃上げを勝ち取ることが何

より重要です！ 

 

添付している 

ニュースも参考に、

賃上げを求めて 

いきましょう！ 


